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第１章 計画の策定にあたって      

１ 計画策定の趣旨 

本市では平成３０年３月に第５期東海市障害福祉計画・第１期東海市障害児福祉計

画を策定し、計画的なサービスの整備と拡充、障害福祉施策の推進を図ってきました。 

第５期東海市障害福祉計画・第１期東海市障害児福祉計画は、令和３年３月をもっ

て期間満了を迎えることから、国の動向や社会情勢、障害のある人のニーズの変化等

を踏まえ、新たな計画を策定するものです。 

 

２ 計画の位置づけ 

第６期東海市障害福祉計画・第２期東海市障害児福祉計画（以下「本計画」という。）

は、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律第８８条に定める

市町村障害福祉計画及び児童福祉法第３３条の２０に定める市町村障害児福祉計画

として、上位計画である「東海市総合計画」や「東海市総合福祉計画（障害者計画）」

のほか、「子ども・子育て支援事業計画」との調和を図りながら、本市の福祉向上の

ため、推進していくものです。 

３ 計画の期間 

本計画の期間は、令和３年度から令和５年度までとします。 

 Ｈ 
25 26 27 28 29 30 

Ｒ 
1 2 3 4 5 6 

総合計画 

            

 第６次（前期基本計画） 第６次（後期基本計画）  

            

総合福祉計画 

            

 第３次（前期計画） 第３次（後期計画）  
            

障害福祉計画 

障害児福祉計画 

            

  第４期 

 

第５期 

第１期 

第６期 

第２期 
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第２章 東海市の現状と課題       

１ 人口の推移（「第６次総合計画」の計画人口より） 

本市の人口は、市制施行前後の急激な人口増加がほぼ終わった１９７４年（昭和４

９年）以降、１９７８年（昭和５３年）から１９８３年（昭和５８年）までの期間を

除いて微増が続き、２００１年（平成１３年）に１０万人を超えました。また、最近

１０年間の人口動態では、年平均８００人程度の人口増加となっており、２０１２年

（平成２４年）には１１万人を超えて、２０１８年（平成３０年）４月１日現在、１

１万４,５１１人となっています。 

全国的に人口減少社会が急速に進んでいくなか、本市では太田川駅周辺をはじめ都

市機能の充実や交流の拡大、次世代育成と女性の社会進出への支援、健康づくりと生

きがいづくりの推進、地域医療の体制整備、防災・減災対策の充実、就労の場や雇用

の確保、魅力ある教育の実施と文化の創造など「住んで良かった、住み続けたい」と

実感できる施策を戦略的に展開していくことで、本市の人口は２０４５年ごろまで微

増傾向が続くものと予測されます。 

◎ 将来人口 ２０２３年の目標人口を１１６，０００人とします。 

人口推計 

 

 

 

 

 

 

 

※１９７０年（昭和４５年）～２０１８年（平成３０年）は住民基本台帳人口、２０２３年は推計値。  

（R5） 
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２ 障害者等の状況 

（１）障害者手帳所持者の状況 

障害者手帳所持者数の推移をみると、全体的に増加傾向にあります。中でも、精神

障害者保健福祉手帳所持者が最も高い伸び率となっています。総人口に対する障害者

手帳所持者数の割合の推移をみると、人口の伸び率よりも障害者の伸び率が高く、障

害者の占める割合が増えています。 

■障害者手帳所持者数の推移 

 

 

■総人口に対する各障害者手帳所持者数の割合の推移 

 

資料 社会福祉課（各年度末現在） 

資料 社会福祉課（各年度末現在） 
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（２）１８歳以上の身体障害者手帳所持者の状況 

１８歳以上の等級別身体障害者数は、最重度である１級が最も多く、年々増加して

います。身体障害者の障害種別割合をみると、肢体不自由が最も多く、次いで内部障

害が多くなっています。 

■等級別身体障害者数の推移 

 
 

■障害種別割合 

 

資料 社会福祉課（各年度末現在） 

資料 社会福祉課（令和元年度末現在） 
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（３）１８歳以上の療育手帳所持者の状況 

１８歳以上の判定別知的障害者数は、最重度であるＡ判定が最も多く、おおむね横

ばいとなっています。 

■判定別知的障害者数の推移 

 
 

（４）精神障害者保健福祉手帳所持者の状況（児・者） 

等級別精神障害者数は、２級が最も多く、年々増加しています 

■等級別精神障害者数の推移 

 

 資料 社会福祉課（各年度末現在） 

資料 社会福祉課（各年度末現在） 
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資料 社会福祉課（各年度末現在） 

（５）自立支援医療（精神通院）の状況（児・者） 

精神通院医療の受給者は、精神障害者保健福祉手帳所持者数を大きく上回って推移

しており、手帳所持者以外にも、精神的な疾患を抱える人が増えています。 

■自立支援医療（精神通院）受給者数の推移 

 
 

（６）難病患者の状況 

障害者手帳がなくても、３６１の対象疾病（令和元年７月１日現在、指定難病特定

医療費公費負担以外も含む）の難病患者は、障害福祉サービス等の利用が可能となっ

ています。 

本市では、指定難病特定医療費公費負担の受給者数は６１１人（令和元年度）とな

っており、疾患別で多い順に見ると、潰瘍性大腸炎（９５人）、パーキンソン病（７

６人）、全身性エリテマトーデス（５８人）、クローン病（５０人）となっています。

（令和２年度知多保健所事業概要より） 

■障害福祉サービスを利用している難病患者数の推移 

平成 29 年度 平成 30 年度 令和元年度 

3 人 2 人 3 人 

 

資料 社会福祉課（各年度末現在） 
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（７）障害のある子どもの状況 

① １８歳未満の手帳所持者数 

１８歳未満の手帳所持者数の推移をみると、身体障害者数はおおむね横ばい、知的

障害者数は、増加傾向にあります。 

■１８歳未満の身体障害者数の推移 

 

※ 医療的ケア児等の人数３０人（令和元年度末時点） 

■１８歳未満の知的障害者数の推移 

 

資料 女性・子ども課（各年度末現在） 

資料 女性・子ども課（各年度末現在） 
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② 特別支援保育の状況 

 本市では、市立保育園を１８園設置しており、うち３、４歳児は９園、５歳児は１

３園で特別支援保育を実施しています。在園児数は、おおむね横ばいで推移していま

す。 

■特別支援保育在園児数の推移 

 

 

③ 特別支援学級の状況 

 市内小中学校（小学校１２校・中学校６校）の特別支援学級の児童・生徒数は、小

学校は増加傾向にあり、中学校はおおむね横ばいで推移しています。 

■特別支援学級児童・生徒数の推移 

 

資料 幼児保育課（各年度１０月現在） 

資料 学校教育課（各年度３月現在） 
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④ 特別支援学校の状況 

 愛知県立ひいらぎ特別支援学校の児童・生徒数は、小学部及び中学部において減少

傾向にあります。愛知県立大府もちのき特別支援学校の児童・生徒数はおおむね横ば

いとなっています。 

■愛知県立ひいらぎ特別支援学校児童・生徒数（市内在住者）の推移 

 

 

■愛知県立大府もちのき特別支援学校児童・生徒数（市内在住者）の推移 

 

※ 平成３０年度に開校しているため２年分の状況となります。 

 

 

資料 愛知県立ひいらぎ特別支援学校（各年度３月末時点） 

資料 愛知県立大府もちのき特別支援学校（各年度３月現在） 
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（８）障害福祉サービス事業所、児童福祉サービス事業所の状況 

 市内には障害福祉サービス事業所が不足しているため、多くの方が市外及び知多圏

域外の事業所を利用しており、身近な圏域で生活することが難しい状況となっていま

す。（市内、市外の両方を利用している場合は、それぞれに計上しています。） 

■障害福祉サービス事業所利用実績（令和元年度） 

サービス名 

市内 

事業所数 

（か所） 

市外利用 

事業所数 

（か所） 

市内 

利用者 

実人数 

（人） 

市外 

利用者 

実人数 

（人） 

市内利用 

実績 

（日／年） 

市外利用 

実績 

（日／年） 

市外利用 

実績(うち 

圏域外) 

（日／年） 

市外 

事業所 

利用実績 

割合 

生活介護 3 48 82 95 17,600 20,257 8,735 53.5％ 

自立訓練（機能訓練） 0 1 0 3 0 221 221 100％ 

自立訓練（生活訓練） 0 4 0 7 0 530 530 100％ 

就労移行支援 1 18 13 34 1,259 4,020 2,543 76.2％ 

就労継続支援（A型） 2 18 22 31 2,518 4,883 3,901 66.0％ 

就労継続支援（B型） 6 35 182 66 34,475 10,128 3,239 22.7％ 

短期入所（福祉型） 1 21 77 57 1,793 1,960 959 52.2％ 

短期入所（医療型） 0 3 0 12 0 247 8 100％ 

共同生活援助 2 42 38 69 10,572 18,115 6,160 63.1％ 

療養介護 0 7 0 8 0 96 96 100％ 

 

■児童福祉サービス事業所利用実績（令和元年度） 

サービス名 

市内 

事業所数 

（か所） 

市外利用 

事業所数 

（か所） 

市内 

利用者 

実人数 

（人） 

市外 

利用者 

実人数 

（人） 

市内利用 

実績 

（日／年） 

市外利用 

実績 

（日／年） 

市外利用 

実績(うち 

圏域外) 

（日／年） 

市外 

事業所 

利用実績 

割合 

児童発達支援 5 22 129 47 13,962 2,696 1,736 16.2% 

放課後等 

デイサービス 
12 53 180 141 21,376 12,633 1,895 37.1% 

保育所等訪問支援 2 1 22 1 60 1 1 1.6% 

医療型 

児童発達支援 
0 0 0 0 0 0 0 0 

居宅訪問型 

児童発達支援 
0 0 0 0 0 0 0 0 

 資料 女性・子ども課 

資料 社会福祉課 
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（９）障害者虐待の状況 

障害者虐待の通報・相談件数は、増加していますが、虐待認定の件数は横ばいとな

っています。本市では、社会福祉課内に障害者虐待防止センターを設置して対応し、

東海市障害者虐待防止連絡協議会において、虐待防止に関する取り組みについて協議

しています。 

■障害者虐待の相談・通報件数及び虐待認定件数の推移 

 
 

（１０）災害支援の状況 

 障害者に対する災害支援として、本市では、避難行動要支援者名簿を作成し、一人

ひとりの避難支援のため、個別支援計画の策定を進めています。また、同意を得られ

た方の避難行動要支援者名簿は、町内会、自治会、民生委員、社会福祉協議会、消防、

警察で情報の共有をしています。個別支援計画の作成が困難な方への支援として、町

内会、自治会、民生委員に、作成の補助をしていただくよう依頼しています。 

災害発生時には、避難所等において長期間生活を続けることが困難な方のため、民

間施設に福祉避難所を開設します。福祉避難所の運営が円滑にできるよう、各法人と

の連携を進めています。また、避難所等において必要とする支援が周りに伝えられる

よう、ヘルプカード、ヘルプマークの配布をしています。 

 

資料 社会福祉課（各年度末現在） 
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３ 障害福祉サービス等の利用状況 

第５期東海市障害福祉計画・第１期東海市障害児福祉計画におけるサービスの実績

と評価は次のとおりです。 

なお、計画期間は平成３０年度から令和２年度までになりますが、令和２年度の実

績は今回の計画策定時点で確定していないため掲載していません。 

（１）第５期障害福祉計画成果目標の実績と評価 

① 福祉施設入所者の地域生活への移行 

地域生活移行者数の目標を達成できませんでした。地域生活移行を促進するための

働きかけや地域におけるサービス提供基盤の不足が原因と考えられます。 

【福祉施設入所者の地域生活への移行者数】 

＜平成２８年度末の施設入所者数（Ａ）４３人、令和元年度末の施設入所者数（Ｂ）４０人＞ 

項目 目標数値 実績 目標達成度 

削減見込（A-B） 1 人（2.3％） 3 人（6.9％） ↗ 

地域生活移行者数 4 人（9.3％） 1 人（2.3％） ↘ 

 

② 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

複合的な生活課題をまるごと支援できるよう、東海市地域包括ケア推進会議の部会

で協議し、包括的支援体制に向けた相談支援体制の強化に取り組んでいます。 

また、東海市障害者自立支援協議会の専門部会として、「長期入院からの地域移行・

地域定着支援部会」を立ち上げ、精神障害者の地域生活支援に向け、ピアサポーター

の養成などに取り組み、現在は５名のピアサポーターが活動しています。 

【地域の受け皿となる基盤整備量（利用者数）】 

項目 目標数値 実績 目標達成度 

地域移行に伴う基盤整備量 
65 歳以上 8 人 6 人 ↘ 

65 歳未満 11 人 6 人 ↘ 

※ 基盤整備 精神病床における入院患者が退院し地域に移行した人数
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③ 地域生活拠点等の整備 

東海市障害者自立支援協議会の専門部会（おとな部会）で協議を進め、地域生活支

援拠点の機能を担う体制として市内事業所が協力して役割を担い、面的整備を行うこ

とを検討し、令和２年度までに地域生活支援拠点等の体制を整えました。 

項目 役割を担う場所等 

相談 相談支援事業所 

体験の機会・場 日中活動サービス事業所 

緊急時の受入・対応 短期入所事業所 

専門性 基幹相談支援センター、グループホーム 

地域の体制づくり 東海市地域包括ケア会議 

 ※ 地域生活支援拠点等：障害のある人の地域生活を支援する機能（相談、体験の

機会・場、緊急時の受入・対応、専門性、地域の体制づくり）を集約的、または

各機能を分担した事業者が有機的に連携して面的に支援を行う体制 

 

④ 福祉施設から一般就労への移行について 

 福祉施設から一般就労への移行は、市と連携した障害者雇用を行う農園が開業し、

障害者の雇用の場ができ、多くの障害者が一般就労へ移行することができました。 

【福祉施設から一般就労への移行】 

＜平成２８年度の年間一般就労移行者数 １６人＞ 

項目 目標数値 実績 目標達成度 

令和元年度の年間一般就労移行者数 
24 人 

（1.5 倍） 

32 人 

（2.0 倍） 
↗ 

 

【就労移行支援利用者数】 

＜平成２８年度末の就労移行支援事業の利用者数 ２２人＞ 

項目 目標数値 実績 目標達成度 

令和元年度の 

就労移行支援事業の利用者数 

27 人 

（1.23 倍） 

46 人 

（2.09 倍） 
↗ 
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【就労移行率】 

項目 目標数値 実績 目標達成度 

令和元年度の就労移行率 

就労移行支援事業所のうち、就

労移行率が 3 割以上の事業所

を全体の 5 割以上 

1/1 

（1 事業所中 1 事

業所で達成） 

↗ 

（市内事業所ごとの内訳）（令和元年度） 

事業所名 利用者数 就労移行者数 就労移行率 

Maison de GIFT LOUNGE 平成 30 年度に廃止 

就労移行支援事業所 エール東海 9 人 4 人 44.4％ 

エコラ東海 平成 29 年度に廃止 

 

【就労定着支援利用者の職場定着率】 

項目 目標数値 実績 目標達成度 

令和元年度の就労定着支援による支援

開始から 1 年後の職場定着率 
80％ 

100％ 

（利用者数 9 人中 

職場定着者 9 人） 

↗ 
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⑤ 訪問系サービス（※実績は各年度の３月利用実績） 

居宅介護は、見込み量を上回る実績で推移していますが、専門性の高い、同行援護、

行動援護は、事業所数が少なく、見込み量、見込み人数ともに達成できませんでした。 

 単位 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

居宅介護 

（児・者） 

見込み量 時間 2,524 2,816 3,142 

実績 時間 2,537 3,351  

実績／見込み量 ％ 100.5％ 119.0％  

見込み人数 人 182 189 197 

実績 人 137 151  

実績／見込み人数 ％ 75.3％ 79.9％  

重度訪問 

介護（者） 

見込み量 時間 326 628 1,211 

実績 時間 272 534  

実績／見込み量 ％ 83.4％ 85.0％  

見込み人数 人 3 5 8 

実績 人 3 3  

実績／見込み人数 ％ 100％ 60.0％  

同行援護（者） 

見込み量 時間 33 42 54 

実績 時間 3 27  

実績／見込み量 ％ 9.1％ 64.3％  

見込み人数 人 8 13 23 

実績 人 1 3  

実績／見込み人数 ％ 12.5％ 23.1％  

行動援護（者） 

見込み量 時間 41 118 338 

実績 時間 8 10  

実績／見込み量 ％ 19.5％ 8.5％  

見込み人数 人 3 5 8 

実績 人 1 2  

実績／見込み人数 ％ 33.3％ 40％  

重度障害者等

包括支援（者） 

見込み量 時間 0 0 0 

実績 時間 0 0  

実績／見込み量 ％    

見込み人数 人 1 1 1 

実績 人 0 0  

実績／見込み人数 ％ 0％ 0％  

合計 
見込み量 時間 2,924 3,604 4,745 

実績 時間 2,820 3,922  
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実績／見込み量 ％ 96.4％ 108.8％  

見込み人数 人 197 213 237 

実績 人 142 159  

実績／見込み人数 ％ 72.1％ 74.6％  

 

⑥ 日中活動系サービス（※実績は各年度の３月利用実績） 

就労継続支援（Ｂ型）では見込み人数、短期入所（福祉型）では見込み量、見込み

人数、短期入所（医療型）では見込み量を上回る実績で推移しています。 

 単位 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

生活介護（者） 

見込み量 人日/月 3,255 3,696 3,906 

実績 人日/月 3,076 3,239  

実績／見込み量 ％ 94.5％ 87.6％  

見込み人数 人/月 155 176 186 

実績 人/月 155 162  

実績/見込み人数 ％ 100％ 92.0％  

自立訓練 

（機能訓練） 

（者） 

見込み量 人日/月 20 20 20 

実績 人日/月 0 0  

実績／見込み量 ％ 0％ 0％  

見込み人数 人/月 1 1 1 

実績 人/月 0 0  

実績/見込み人数 ％ 0％ 0％  

自立訓練 

（生活訓練） 

（者） 

見込み量 人日/月 40 40 40 

実績 人日/月 0 25  

実績／見込み量 ％ 0 0％  

見込み人数 人/月 4 4 4 

実績 人/月 0 2  

実績/見込み人数 ％ 0％ 50％  

就労移行支援 

（者） 

見込み量 人日/月 448 480 512 

実績 人日/月 357 410  

実績／見込み量 ％ 79.7％ 85.4％  

見込み人数 人/月 28 30 32 

実績 人/月 22 23  

実績/見込み人数 ％ 78.6 76.7％  
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 単位 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

就労継続支援 

（Ａ型） 

（者） 

見込み量 人日/月 1,113 1,115 1,197 

実績 人日/月 551 830  

実績／見込み量 ％ 49.5％ 74.4％  

見込み人数 人/月 53 55 57 

実績 人/月 28 43  

実績/見込み人数 ％ 52.8％ 78.2％  

就労継続支援

（Ｂ型） 

（者） 

見込み量 人日/月 3,860 3,880 3,900 

実績 人日/月 3,765 3,699  

実績／見込み量 ％ 97.5％ 95.3％  

見込み人数 人/月 193 194 195 

実績 人/月 200 206  

実績/見込み人数 ％ 103.6％ 106.2％  

就労定着支援 

（者） 

見込み量 人日/月 0   

実績 人日/月 13   

実績／見込み量 ％ 0％   

見込み人数 人/月 0 1 1 

実績 人/月 12 18  

実績/見込み人数 ％ 0％ 1800％  

短期入所 

（福祉型） 

（児・者） 

見込み量 人日/月 225 240 255 

実績 人日/月 304 259  

実績／見込み量 ％ 135.1％ 107.9％  

見込み人数 人/月 75 80 85 

実績 人/月 78 81  

実績/見込み人数 ％ 110.7％ 101.3％  

短期入所 

（医療型） 

（児・者） 

見込み量 人日/月 15 18 85 

実績 人日/月 21 20  

実績／見込み量 ％ 140％ 111.1％  

見込み人数 人/月 5 6 21 

実績 人/月 4 6  

実績/見込み人数 ％ 80％ 100％  

療養介護（者） 

見込み人数 人/月 8 8 7 

実績 人/月 8 8  

実績/見込み人数 ％ 100％ 100％  
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⑦ 居住系サービス（※実績は各年度の３月利用実績） 

共同生活援助は、見込み量を大きく上回る実績で推移しています。 

 単位 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

自立生活援助（者） 

見込み量 人／月 3 5 10 

実績 人／月 0 0  

実績／見込み量 ％ 0％ 0％  

共同生活援助（者） 

（グループホーム） 

見込み量 人／月 61 64 67 

実績 人／月 43 98  

実績／見込み量 ％ 70.5％ 153.1％  

施設入所支援（者） 

見込み量 人／月 43 43 42 

実績 人／月 40 40  

実績／見込み量 ％ 93％ 93％  

 

⑧ 相談支援（※実績は各年度の３月利用実績） 

相談支援は、全てのサービスにおいて令和元年度の実績が、見込み量を達成できま

せんでした。 

 単位 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

計画相談支援（者） 

見込み量（人） 人／月 87 103 90 

実績（人） 人／月 117 98  

実績／見込み量 ％ 134.5％ 95.１％  

地域移行支援（者） 

見込み量（人） 人／月 1 1 1 

実績（人） 人／月 0 0  

実績／見込み量 ％ 0％ 0％  

地域定着支援（者） 

見込み量（人） 人／月 1 1 1 

実績（人） 人／月 0 0  

実績／見込み量 ％ 0% 0%  

【参考】セルフプラン利用者数（令和元年度末時点） 

障害福祉サービス等受給者数 計画相談支援事業所利用者数 セルフプラン利用者数 

691 495（71.6％） 196（28.4％） 
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（２）地域生活支援事業の実績と評価 

 必須事業である成年後見制度利用支援事業、日常生活用具給付等事業、地域活動支

援センター及び任意事業日常生活支援である地域デイサービス事業、日中一時支援Ｂ

型事業では、見込みを上回る実績で推移しています。 

・市町村必須事業 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

理解促進研修・啓発事業 

見込み 実施 実施 実施 

実施回数 2 2 2（予定） 

実参加人数 1,825 1,977  

自発的活動支援事業 
見込み 実施 実施 実施 

実績 未実施 未実施 未実施 

相談支援事業 

障害者相談支援事業 
見込み（箇所） 2 2 2 

実績（箇所） 2 4 4 

基幹相談支援センター等機

能強化事業 

見込み 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施 

住宅入居等支援事業 
見込み 未実施 未実施 未実施 

実績 未実施 未実施 未実施 

成年後見制度利用支援事業 

見込み（人） 32 32 32 

実績（人） 37 53  

実績／見込み 115.6％ 165.6％  

成年後見制度法人後見支援 
見込み 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施 

意思疎通支援

事業 

手話通訳者設置人数 
見込み（人） 1 1 1 

実績（人） 1 1 1 

手話通訳者･要約筆記者派

遣事業 

見込み（人） 10 10 10 

実績（人） 6 5  

実績／見込み 60％ 50％  

 

 

日常生活用具

給付等事業 

 

 

 

介護・訓練支援用具 件 

見込み 7 7 7 

実績 11 3  

実績／見込み 157.1％ 42.9％  

自立生活支援用具 件 

見込み 16 15 15 

実績 13 13  

実績／見込み 81.3％ 86.7％  

在宅療養等支援用具 件 見込み 23 23 23 
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日常生活用具

給付等事業 

 

実績 23 25  

実績／見込み 100％ 108.7％  

情報・意思疎通支援

用具 
件 

見込み 16 16 16 

実績 3 14  

実績／見込み 18.8％ 87.5％  

排泄管理支援用具 件 

見込み 1,741 1,741 1,741 

実績 2,182 2,428  

実績／見込み 125.3％ 139.4％  

居宅生活動作補助用

具（住宅改修費） 
件 

見込み 4 4 4 

実績 5 4  

実績／見込み 125.0％ 100.0％  

合計 件 

見込み 1,807 1,806 1,806 

実績 2,237 2,487  

実績／見込み 107.2％ 137.7％  

手話奉仕員養成研修事業 

見込み（人） 14 14 14 

実績（人） 13 12  

実績／見込み 92.8％ 85.7％  

移動支援事業 

見込み（時間） 1,511 1,564 1,621 

実績（時間） 1,533 1,556  

実績／見込み 101.5% 99.5%  

地域活動支援センター 人数／年 

見込み 43 43 43 

実績 58 76  

実績／見込み 137.9％ 176.7％  

 

・市町村任意事業（日常生活支援） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

訪問入浴サービス 

見込み（回数） 177 177 177 

実績（回数） 76 93  

実績／見込み 42.9％ 52.5％  

地域デイサービス事業 

見込み（人） 16 17 17 

実績（人） 19 21  

実績／見込み 118.8％ 123.5％  

日中一時支援 A 型事業（者） 

 

見込み（人） 27 34 43 

実績（人） 23 28  

実績／見込み 85.2％ 82.4％  
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 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

日中一時支援 B型事業（児） 

見込み（人） 18 16 17 

実績（人） 26 17  

実績／見込み 144.4％ 106.3％  

巡回支援専門員制度 
見込み 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施 

 

・市町村任意事業（社会参加支援） 

 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

心身障害者（児）スポーツ大会 
見込み 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 未実施 

障害児水泳教室 
見込み 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 未実施 

声の広報 
見込み 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 実施 

知的障害者職親委託 
見込み 実施 実施 実施 

実績 実施 実施 未実施 

 



22 

（３）児童福祉法に基づくサービスの実績と評価 

① 障害児通所支援 

 児童発達支援及び放課後等デイサービスともに、見込み量を大きく上回る実績で推

移しています。 

 単位 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

児童発達 

支援 

見込み量 人日／月 854 959 1,078 

実績 人日／月 1,204 1,388  

実績／見込み量 ％ 141.0％ 144.7％  

放課後等 

デイサービス 

見込み量 人日／月 1,549 2,031 2.263 

実績 人日／月 2,294 2,834  

実績／見込み量 ％ 148.1% 139.5%  

保育所等 

訪問支援 

見込み量 人日／月 16 24 36 

実績 人日／月 5 5  

実績／見込み量 ％ 31.3% 20.8%  

医療型児童発

達支援 

見込み量 人日／月 0 0 0 

実績 人日／月 0 0  

実績／見込み量 ％ 0％ 0％  

居宅訪問型 

児童発達支援 

見込み量 人日／月 0 0 1 

実績 人日／月 0 0  

実績／見込み量 ％ 0％ 0％  

 

② 障害児相談支援 

おおむね計画どおり推移しています。 

 単位 平成 30 年度 令和元年度 令和 2 年度 

障害児相談支援 

見込み量 人／月 45 54 64 

実績 人／月 50 54  

実績／見込み量 ％ 111.1％ 100％  

医療的ケア児等に対

する関連分野の支援

を調整するコーディ

ネーターの配置人数 

見込み量 人／月 0 0  

実績 人／月 2 4  

実績／見込み量 ％ ‐ ‐  
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４ アンケート調査 

（１）アンケート調査の概要 

本計画の策定にあたり、障害のある方の現在の状況や、ニーズを把握し、今後の施

策に反映させるため、令和２年７月に調査を実施しました。 

①  サービス利用者等調査 

市内在住の各手帳保持者、障害福祉サービス等利用児の保護者を「各手帳保持者の

うち障害福祉サービス利用あり」、「各手帳保持者のうち障害福祉サービス利用なし」、

「障害福祉サービス等を利用している者で未就学児」、「障害福祉サービス等を利用し

ている者で就学児」の４つの分類に分け、障害福祉サービス等の利用状況、暮らし、

就労、就学の状況や災害時の不安などについて調査を実施しました。（障害福祉サー

ビス等の利用は令和２年５月に利用があった者・児） 

②  市内サービス事業所調査 

東海市障害者自立支援協議会の専門部会に参加している１５事業所を対象に、地域

生活拠点等の整備に関し、①相談、②体験の機会・場、③緊急時の受け入れ、④専門

性、⑤地域の体制づくりの５項目について、事業所でできることや意見、要望、アイ

デア等に関する調査を実施しました。 

■回収結果 

 配布数 回収数 回収率 回収方法 

障害福祉サービス利用者 150 126 84.0％ 事業所・相談員を通じて配布 

障害福祉サービス未利用者 150 71 47.3％ 郵送で配布・回収 

障害福祉サービス利用児の

保護者（未就学児） 
76 42 55.3％ 郵送で配布・回収 

障害福祉サービス利用児の

保護者（就学児） 
211 117 55.5％ 郵送で配布・回収 

市内サービス事業所 15 9 60％ 郵送等で配布・回収 
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（２）アンケート調査結果 

■各手帳保持者のうち障害福祉サービス利用ありの方の結果 

・障害福祉サービスの利用状況（複数回答、N＝117） 

 
その他自由記載 ほっとプラザの利用、入院中、生活保護受給中 

 

・現在の働き方（複数回答、N＝100） 

 

その他自由記載 生活介護での軽作業等 
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・今後の暮らしの希望（Ｎ＝130） 

 
 

・生活の変化のタイミング（Ｎ＝121） 

 

その他自由記載 生活の場が変わったとき 

 

・現在の困りごとの有無（N=122） 
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・相談者（複数回答、N＝１１５） 

 

その他自由記載 民生委員・児童委員 

地域活動支援センター職員 

 

・困りごとの内容（複数回答、N＝122） 

 

その他自由記載 今は親が元気だから、でもこれからのことを考えると不安 

今の不安はないが、将来については不安 
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■各手帳保持者のうち障害福祉サービス利用なしの方の結果 

・現在の働き方（N＝71） 

 

 

・相談相手の有無（Ｎ＝69） 

 

 

・相談者（複数回答、N＝50） 
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・現在の困りごと・不安の有無（Ｎ＝70） 

 

 

・困りごと・不安内容（複数回答、N＝32） 

 

その他自由記載 車を運転できない私は移動が制限されて、行きたい所に行けずストレスが多い。 

食事が困るので配食サービスを希望したい。 
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■障害福祉サービス等利用児の保護者（未就学児）の結果 

・現在の児童発達支援の利用頻度と希望する利用頻度（N＝40） 

 

 

・お子さんが就学後の放課後に過ごす場所として想定しているもの（複数回答、N＝41） 

 

その他自由記載 自宅（家でみる） 

預けようがない 
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・保育所等訪問支援の利用希望（N＝41） 

 

 

・障害や発達課題等に困ったときに誰に（どこに）相談するのか（複数回答、N＝41） 
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・お子さんが地域で生活するためにはどのような支援が必要か（複数回答、N＝41） 

 

その他自由記載 緊急時に駆けつけてくれる専門知識のある方の配置 
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■障害福祉サービス等利用児の保護者（就学児） 

・現在放課後等デイサービスの利用状況と希望する利用頻度（N＝116） 

 

 

・保育所等訪問支援の利用希望（N＝112） 
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・障害や発達課題等に困ったときに誰に（どこに）相談するのか（複数回答、N＝117） 

 

その他自由記載 児童相談所 
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・お子さんが地域で生活するためにはどのような支援が必要か（複数回答、N＝117） 

 

その他自由記載 家族（兄弟）の協力、支援 
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■障害福祉サービス事業所の結果 

・各項目の意見、要望、アイデア 

項目 意見、要望、アイデア等 

① 相談 

（地域移行、親元から

の自立、緊急相談等） 

・居宅介護や移動支援を通じて、日々利用者や保護者が抱えている問題を知る

ことや相談事業所につなげることはできている。（居宅系サービス事業所） 

・利用者の利便性を考えると相談先は分野別（障害・高齢）で１つずつが良い。

（日中活動系サービス事業所、就労系サービス事業所） 

・相談先の周知やフローチャートが必要。（日中活動系サービス事業所、就労系

サービス事業所） 

② 体験の機会・場 

（利用お試し・泊まり練

習等） 

・生活全般（調理・洗濯・ゴミ出しなど）の体験ができると良い。（就労系サービス

事業所） 

・宿泊の場、体験の場を利用できるのが、現在法人内の利用者のみとなってい

る。（居住系サービス事業所） 

③ 緊急時の受入れ 

（短期入所・対応力向

上等） 

・受け入れ先の確保、入所施設が不足していると思う。（日中活動系サービス事

業所） 

・居室に空きがあるので宿泊可能かもしれないが、室内に一人でいて良いのか。

見守りが必要なのか。課題はあると感じる。スタッフの配置が必要となると人材

がいないかも知れない。（居住系サービス事業所） 

・今後緊急時の対応が必要となりそうなケースをシュミレーションしておく。（日中

活動系サービス事業所） 

④ 専門性 

（人材の確保・養成、連

携等） 

・介護初任者研修や喀痰吸引等研修事業など、専門的な人材の確保や養成の

研修に参加できるよう、行政に協力してもらえると有難い。（居宅系サービス事業

所、入所系サービス事業所、日中活動系サービス事業所） 

・利用者の情報交換、情報共有や連携ができるとよい。（居宅系サービス事業

所、就労系サービス事業所） 

⑤ 地域の体制づくり 

（ｻｰﾋﾞｽ拠点、ｺｰﾃﾞｨﾈｰ

ﾀｰの配置等） 

・相談支援専門員を中心にケア会議が必要。（居宅系サービス事業所、居宅系

サービス事業所） 

・体制づくりを推進できるような研修を開催していくことで連携が密になる。（就労

系サービス事業所） 

 

 

 

 



36 

５ 東海市の現状からみる課題と今後の方向性 

アンケート調査結果及び本市の状況を集約し、それを踏まえて今後の方向性をまと

めました。 

（１） 障害のある人の就労について 

市民の声 

アンケート調査 

【アンケート結果】 

・就労系サービス利用者が多く、次に働きたくても働けない方が多い。 

【自由回答】 

・福祉的就労施設が市内に不足しているため増やしてほしい。 

東海市の状況 

・就労継続支援Ａ型、Ｂ型の利用者が多くなっています。令和元年度の就労系サービス利用者

のうち、約 37.6％の方が市外事業所を利用しています。障害特性によっては公共交通機関の

利用が難しい方もいることから、サービスを利用したくても利用できない状況にあります。 

今後の方向性 

今後も就労系サービスのニーズが高まっていくことが予想されます。ニーズに対応できるよ

う体制整備を図り、就労系サービスから一般就労への移行と、その定着のために就労定着支援

の利用を進めることが必要です。 

（２） 障害のある人の暮らしについて 

市民の声 

アンケート調査 

【アンケート結果】 

・今の暮らしを維持したい方が多いが、ライフステージの変化・介護者が介

護できなくなった時に生活が変わると考えている。 

【自由回答】 

・今後の住まいについて、グループホームを利用したい。 

・介護者の親に何かあったときにすぐ見てもらえる場所が東海市にはない。 

東海市の状況 

・グループホームの利用者が急速に増えています。障害のある人を介助する家族の高齢化が進

み、親亡き後の支援として、グループホーム等の住まいの場の確保が喫緊の課題であります。 

今後の方向性 

親亡き後を見据え、地域で安心して生活するための住まいの場として、グループホームの利

用のニーズが高まってくることが予想されるため、グループホームの整備を進める必要があり

ます。また、サテライト型住居の整備に加え、地域包括ケアシステムの構築を進めると共に、

住宅入居支援等事業や愛知県あんしん賃貸支援事業の活用が必要です。合わせて、緊急時ステ

イサービス・緊急時相談支援サービスなどの緊急時に利用できるサービス体制の確保・周知が

必要です。 
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（３） 相談体制について 

市民の声 

アンケート調査 

【アンケート結果】 

・サービスを利用している人は、親が高齢で不安があることや収入が少なく

て生活に不安がある人がおり、サービスを利用していない人は、収入が安

定しないことや暮らし方に不安を感じている。 

【自由回答】 

・障害特性や長所を生かした点を仕事につなげる支援体制や場所の確保。 

・親が本人の暮らしを見ていかなければ、本人は生活できない。 

・支援体制が整えば親との暮らし以外にも選択できるようになってほしい。 

東海市の状況 

・相談支援専門員の不足のため、セルフプランの利用者が 28.4％と多くなっています。適切な

サービス利用から生活の困りごとまで、幅広く対応することができるよう、相談支援専門員

の人数を増やすことが課題であります。 

今後の方向性 

地域において自立した日常生活または社会生活を送るためには、サービスの適切な利用を支

え、各種ニーズに対応する相談支援体制の充実を図ることが必要です。また、複合的な生活課

題に対し、包括的に対応できるよう、重層的支援体制の整備に向けた検討が必要です。 

（４） 障害児の支援体制について 

市民の声 

アンケート調査 

【アンケート結果】 

・子どもが地域で生活するために必要な支援として、「専門的な知識がある人

に相談や助言が受けられること」次に「保育・医療・教育等が連携した支

援が行われること」が求められている。 

・児童発達支援及び放課後等デイサービスを利用しつつ、保育所等訪問支援

を希望する方が多い。 

【自由回答】 

・専門的な相談ができる体制を充実させてほしい。 

東海市の状況 

・障害児のライフステージに沿って、地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等

の関係機関の連携が求められており、横断的及び継続的な支援体制の整備が課題である。 

・保育所等訪問支援のニーズの増加が伺えるが、増加に対応できる提供体制が整っていない。 

今後の方向性 

保育・医療・教育委員会等の関係機関の連携・協力のもと、障害のある子どもを早期療育支

援できる体制の構築、及び児童発達支援センターを中核とした障害児支援体制の強化が必要で

す。また、ニーズが増加している保育所等訪問支援をはじめとした、障害児通所支援及び相談

支援の量的・質的充実を図る必要があります。 
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第３章 計画の基本的な考え方      

１ 基本理念 

本計画の上位計画となる「第３次総合福祉計画」では、「第６次総合計画」の将来

都市像「ひと 夢 つなぐ 安心未来都市」の実現に向け、地域共生社会の実現に向

けたまちづくりを基本理念としています。 

本計画においても、障害児者等が必要とする障害福祉サービスやその他の支援を受

けつつ、自立と社会参加を図っていくことを基本として、地域のあらゆる住民が、「支

え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮らし、生きがいをともに創り、

障害のある人もない人も、それぞれがお互いを尊重し、地域、社会の中でふれあいな

がら暮らしていけるまちを目指していきます。 

 基本理念 

 

 

 

２ 基本方針 

（１）自己決定の尊重と意思決定の支援 

障害のある人の自己決定を尊重し、その意思決定の支援に配慮するとともに、自立

と社会参加の実現を図っていくことを基本として、一人ひとりの状況に応じた意思決

定支援を進めます。 

（２）地域共生社会の実現 

地域のあらゆる住民が「支え手」と「受け手」に分かれるのではなく、地域、暮ら

し、生きがいをともに創り、高めあうことができる地域共生社会の実現に向け、地域

包括ケアシステムの構築を進めつつ、複雑化・複合化した支援ニーズに対応する包括

的な支援体制の構築を図るため、①相談支援、②参加支援、③地域づくりに向けた支

援を一体的に実施する重層的支援体制整備事業の活用を進めます。 

障害が理解され障害者が自らの意思で地域の中で暮らすまち東海市 
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（３）障害児の健やかな育成のための発達支援 

地域の保健、医療、障害福祉、保育、教育、就労支援等の関係機関が連携・協力の

もと、子どもに障害の疑いがある段階から成長段階に合わせた切れ目のない支援体制

の構築を進めます。特に専門的な支援を要する医療的ケア児等においては、各関連分

野が共通の理解に基づき協働する包括的な支援体制の構築を進めます。 

また、身近な地域で支援を受けられるように、その家族も含めて、障害の種別にか

かわらない、質の高い専門的な発達支援を行う障害児通所支援等の充実を図ります。 

さらに、障害の有無にかかわらず、全ての子どもが共に成長できるよう、地域社会

への参加や包容（インクルージョン）の推進を図ります。 
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３ 計画の重点施策 

 重点施策１ 障害への理解と意思決定支援・相談支援の充実      

お互いを尊重し合いながら、地域で暮らしていくためには、障害や障害のある人に

ついて正しく理解することが必要です。 

地域共生社会の実現のためには、障害者差別の解消や障害者虐待の防止を図り、地

域住民一人ひとりが障害への理解を深めることが課題となっています。 

また、地域社会で自立した生活を送るためには、日常生活や社会生活に関して、自

らの意思が反映された生活を送ることができるよう支援し、本人の意思を確認するこ

とや、様々な情報を把握し、本人の最善の利益を判断する支援が課題となっています。 

今後、障害のある人が地域社会に参加し、ともに地域を創っていくため、地域に障

害への理解や協力を広げ、障害のある人が地域の中で役割を担い、生きがいを持つこ

とができる地域づくりを進めていきます。 

また、地域において自立した日常生活または社会生活を送るためには、適切なサー

ビスの利用を支援し、各種ニーズに対応する相談支援体制の充実を図り、社会福祉法

に基づく重層的支援体制による包括的な支援体制を整備していきます。 

〇取り組み方向 

 

［主な事業］ 

■ 障害者理解促進事業 

■ 障害者等虐待防止啓発事業 

■ 日常生活自立支援事業 

■ 生活支援体制整備事業 

■ 避難行動要支援者支援事業 

■ 障害者相談支援事業 

障害者差別の解消、障害者虐待の防止を図るための周知・啓発 

特定相談支援事業所・障害児相談支援事業所の充実 
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 重点施策２ 児童発達支援体制の強化                

国の指針では、子ども・子育て支援法において、子ども・子育て支援の内容及び水

準は、全ての子どもが健やかに成長するように支援するものであって、良質かつ適切

なものでなければならない旨が規定されていること及び教育、就労支援等の関係機関

とも連携を図った上で、障害児及びその家族に対して、乳幼児期から学校卒業まで一

貫した効果的な支援を身近な場所で提供する体制の構築を図ることが重要であると

示されています。 

本市では、アンケート調査からも保育・医療・教育等の連携について課題があると

の声があがっているため、発達障害を含めた障害のある子どもの早期療育支援を適切

に実施し、子どもの成長段階に合わせた支援体制の整備を図るため、関係機関等と連

携・協力できる総合支援窓口の創設を検討していきます。 

〇取り組み方向 

 

【主な事業】 

■ 障害児相談支援事業 

■ 障害児等療育支援研修 

■ 医療的ケア児等コーディネーター養成研修 

 

 

 

 

 

総合支援窓口の創設 

児童発達支援センターを中核とした障害児の支援体制の強化 

支援者の育成及び医療的ケアの必要など、重症心身障害児の受け入れ

体制の確保 
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 重点施策３ 生活と就労の充実                  

障害のある人が、地域社会で安心して自立した生活を送るためには、居住支援と就

労支援が重要です。 

近年、グループホームの利用者が急速に増えています。親亡き後を見据え、地域で

安心して生活するための住まいの場として、より一層ニーズが高まっていくことが予

想され、障害者の住まいの場の確保が課題となっています。 

また、本市では、民間企業と協力し、福祉施設から一般就労につなげる取り組みを

進めてきましたが、今後も一般就労のニーズが高まっていくことが予想され、一般就

労後の定着の部分などが課題となっています。 

今後、障害者の安心した住まいの確保のため、民間事業者と協力し、グループホー

ムの整備やサテライト型住居などの居住支援を進めていきます。また、関係機関と連

携を密にし、就労支援施設等での日中活動を増やし、訓練を積み重ねることで、一般

就労への移行とその定着を進めることやサービスに従事する人材の確保・育成の促進

を図ります。 

〇取り組み方向 

 

［主な事業］ 

■ 社会福祉施設等施設整備事業 

■ あんしん賃貸支援事業 

■ 就労定着支援 

■ 重度訪問介護支援者養成研修 

■ 強度行動障害支援者養成研修 

■ 同行援護従事者養成研修 

グループホームをはじめとする居住支援の充実 

就労支援施設の充実 

人材の確保・育成 
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第４章 成果目標            

国の基本指針に基づき、各項目における数値目標等を掲げ、その達成を目指した施

策を推進します。 

１ 福祉施設の入所者の地域生活への移行 

福祉施設に入所している人が、グループホームや一般住宅に移って地域生活を送る

ことができるようになることを目指し、令和５年度までにおける成果目標を設定しま

す。 

【国の基本指針】 

① 令和元年度末時点の施設入所者数の６パーセント以上が地域生活へ移行する

こととする。 

② 令和５年度末の施設入所者数を令和元年度末時点の施設入所者数から１．６パ

ーセント以上削減する。 

※第５期計画で未達成分があればそれを含めること。 

■東海市における成果目標 

項目 単位 数値 考え方 

実
績 

令和元年度末時点の施設入所者 人 40  

目
標
値 

① 施設入所者の地域生活への移行 人 3 
国の基本指針による目標値 

40 人×6％≒3 人 

② 施設入所者の削減 人 1 
国の基本指針による目標値 

40×1.6％≒1 人 
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２ 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 

精神障害者が安心して地域生活ができるよう包括的な支援体制の整備を目指し、保

健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援体制の構

築に関する令和５年度までにおける成果目標を設定します。 

【国の基本指針】 

① 保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援

体制を構築するために必要となる、協議の場の一年間の開催回数の見込みを設定

する。 

② 保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援

体制を構築するために必要となる、保健、医療、福祉、介護、当事者及び家族等

の関係者ごと（医療にあっては、精神科及び精神科以外の医療機関別）の参加者

数の見込みを設定する。 

③ 保健、医療及び福祉関係者による協議の場を通じて、重層的な連携による支援

体制を構築するために必要となる、協議の場における目標設定及び評価の実施回

数の見込みを設定する。 

■東海市における成果目標 

項目 単位 数値 考え方 

目
標
値 

保健、医療、福祉関係者による協議の

場の開催回数 
回 4 

東海市地域包括ケア推進

計画に基づく、東海市地域

包括ケア推進会議の部会

の場を活用し、協議を実施

する。 

保健、医療、福祉関係者による協議の

場への関係者の参加者数 
人 10 

  うち保健関係者 人 3 

  うち医療関係者 人 3 

  うち福祉関係者 人 4 

保健、医療、福祉関係者による協議の

場における目標設定、評価の実施回数 
回 1 
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３ 地域生活支援拠点等の整備 

障害のある人が、安心して地域生活を送ることができるよう支援する拠点の整備を

目指し、令和５年度までにおける成果目標を設定します。 

【国の基本指針】 

 令和５年度末までの間、各市町村又は各圏域に１つ以上の地域生活支援拠点等を

確保しつつ、その機能の充実のため、年１回以上運用状況を検証及び検討する。 

■東海市における成果目標 

項目 目標 

地域生活支援拠点等 

本市では地域生活支援拠点を面的整備として 1か所確保済

であり、東海市障害者自立支援協議会の場を活用し、機能

の充実のため、相談、体験の機会・場、緊急時の受入・対

応、専門性、地域の体制づくりのそれぞれについて、整備状

況や運用状況の検証及び検討を年１回実施する。 

 

 

４ 福祉施設から一般就労への移行等 

福祉施設から一般就労への移行促進ならびに一般就労後の職場定着を図るため、令

和５年度までにおける成果目標を設定します。 

【国の基本指針】 

① 就労移行支援事業等（生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援を行

う事業をいう。）を通じて、令和５年度中に一般就労に移行する者を、令和元年度

の一般就労への移行実績の１．２７倍以上とする。併せて、就労移行支援事業、就

労継続支援Ａ型事業及び就労継続支援Ｂ型事業のそれぞに係る移行者数目標値を

定めることとし、それぞ令和元年度実績の１．３０倍以上、概ね１．２６倍以上及

び概ね１．２３倍以上とする｡ 

② 令和５年度における就労移行支援事業等を通じた一般就労への移行者のうち

７割が就労定着支援事業を利用する。 
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③ 就労定着支援事業所のうち就労定着率が８割以上の事業所を全体の７割以上

とする。 

④ 大学在学中の学生の就労移行支援事業の利用促進、就労継続支援事業等におけ

る農福連携の取組の推進及び高齢障害者に対する就労継続支援Ｂ型事業等による

支援の実施等を進める。 

 

■東海市における成果目標 

項目 単位 数値 考え方 

実
績 

令和元年度中の福祉施設から一般就労への移行者 人 32  

うち就労移行支援事業利用者 人 10  

うち就労継続支援Ａ型事業利用者 人 1  

うち就労継続支援Ｂ型事業利用者 人 21  

令和元年度中の福祉施設から一般就労への移行者

のうち就労定着支援事業利用者 
割 3  

令和元年度末の就労定着率が 8 割以上の就労定着

支援事業所 
割 10  

目
標
値 

① 

福祉施設から一般就労への移行者 人 41 32 人×1.27≒41 人 

うち就労移行支援事業利用者 人 13 10 人×1.3＝13 人 

うち就労継続支援Ａ型事業利用者 人 1 1 人×1.26≒1 人 

うち就労継続支援Ｂ型事業利用者 人 26 21 人×1.23≒26 人 

② 
福祉施設から一般就労への移行者のうち就労

定着支援事業利用者 
割 7 

国の指針により 7 割

を目指す。 

③ 就労定着率が 8 割以上の就労定着支援事業所 割 7 
国の指針により 7 割

を目指す。 

 

 

 

 

 

 



47 

５ 障害児支援の提供体制の整備等 

障害児福祉計画策定にあたり、障害児支援の提供体制の確保のため、令和５年度ま

でにおける成果目標を設定します。 

【国の基本指針】 

① 児童発達支援センターを中核とした重層的な地域支援体制の構築を目指すた

め、児童発達支援センターを少なくとも 1 か所以上設置することを基本とする。

また、児童発達支援センターが保育所等訪問支援を実施するなどにより、保育所

等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本とする。 

② 重症心身障害児が身近な地域で支援を受けられるように、主に重症心身障害児

を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を少なくとも 1

か所以上確保することを基本とする。 

③ 医療的ケア児等が適切な支援を受けられるように、保健、医療、障害福祉、保

育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的

ケア児等に関するコーディネーターを配置することを基本とする。 

■東海市における成果目標 

項目 目標 

目
標
値 

① 

児童発達支援センター 
既存の児童発達支援センターの機能充実を図り、重

層的な地域支援体制を構築する。 

保育所等訪問支援 
事業の啓発活動に努める。実施が可能な事業所の

参入を働きかけ、実施事業所数の増加を図る。 

② 

重症心身障害児を支援する児童発

達支援事業所及び放課後等デイサ

ービス事業所 

既存の事業所の維持を図るとともに、事業所数の増

加を図る。 

③ 

医療的ケア児等支援のための関係

機関の協議の場の設置及びコーデ

ィネーターの配置 

既存の協議の場について、構成員の充実など、さら

なる機能充実を図る。また、県が主催する医療的ケ

ア児等コーディネーター養成研修を活用し、コーディ

ネーター登録を促進した上で、医療的ケア児等の人

数に応じて、適正な人員配置を行う。 
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６ 相談支援体制の充実・強化等 

障害のある人が、地域で安心して自立した生活を送ることができ、必要に応じて適

切な障害福祉サービスに結び付けていくため、令和５年度までにおける成果目標を設

定します。 

【国の基本指針】 

 令和５年度末までに各市町村又は各圏域において総合的・専門的な相談支援の実

施及び地域の相談支援体制の強化を実施する体制を確保する。 

■東海市における成果目標 

項目 目標 

総合的・専門的な相談支援の実施 
基幹相談支援センター

において実施 
新たな特定指定相談事業所の

指定や相談支援専門員の確保

を図り、属性にかかわらず、地域

の様々な相談を受け止め自ら対

応又はつなぐ機能、多機関協働

の中核の機能及び継続的につな

がり続ける伴走支援を中心的に

担う機能を備えた相談支援体制

を目指す。 

相談支援事業者に対する訪問等による専門

的な指導・助言件数 
年 6 件 

相談支援事業者の人材育成の支援件数 年 3 件 

相談機関との連携強化の取組 年 6 回 

 

 

７ 障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の構築 

障害福祉サービス等のニーズが多様化するとともに、多くの事業者が参入している

中、利用者が真に必要とする障害福祉サービス等の提供を行うことできるよう、令和

５年度までにおける成果目標を設定します。 

【国の基本指針】 

 令和５年度末までに都道府県及び市町村において障害福祉サービス等の質を向

上させるための取組を実施する体制を構築する。 
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■東海市における成果目標 

項目 目標 

障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 

県が実施する障害福祉サービス等に係る研修に、市職員が

年 2 人以上参加し、障害者差別の解消、障害者虐待の防止

及び福祉サービス等の質の向上を目指す。 

障害者自立支援審査払等システムによる審

査結果の共有 

障害者自立支援審査払等システムによる審査結果を分析

し、その結果を東海市障害者自立支援協議会の部会で年 1

回以上共有することにより、請求の過誤の防止や事業所の

適切な運営を図ることを目指す。 
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第５章 障害福祉サービス等の見込み量と確保方策   

過去の利用状況を踏まえるとともに、アンケート調査における利用意向や、事業所

調査での今後の運営意向を把握しつつ各サービスの見込み量を算出しました。日中活

動系サービスについては特別支援学校卒業生の進路状況なども参考にしています。 

地域社会で自立していくためには、就労系サービスの利用や共同生活援助のサービ

ス利用が必要なことから就労系サービスや居住系サービスは以下の基盤整備量を踏

まえて多く見込み量を算出しています。 

なお、利用者数及びサービス量の実績（令和２年３月実績）、見込み量（令和３年

度以降）については１か月分を表記しています。 

■地域移行に伴う基盤整備量 

項目 単位 数値 

地域移行に伴う基盤整備量 人 
65 歳以上 8 人 

65 歳未満 11 人 

 

１ 障害福祉サービス 

（１）訪問系サービス 

 
単位 

現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

居宅介護（者・

児） 

サービス量 時間 3,351 3,686 4,054 4,460 

利用人数 人 151 166 182 200 

重度訪問介護

（者） 

サービス量 時間 534 1,234 1,934 2,020 

利用人数 人 3 4 5 5 

同行援護（者） 
サービス量 時間 27 70 105 140 

利用人数 人 3 10 15 20 

行動援護（者） 
サービス量 時間 10 15 25 40 

利用人数 人 2 3 5 8 

重度障害者等 

包括支援（者） 

サービス量 時間 0    

利用人数 人 0 1 1 1 

合計 
サービス量 時間 3,922 4,998 6,118 6,660 

利用人数 人 159 183 208 233 
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〇見込み量を確保するための方策 

障害者の重度化・高齢化や介護者の高齢化などにより、今後も利用者が増加してい

くことが予想されます。事業所に対して利用者のニーズを情報提供し、新たな事業所

の確保など、サービス提供体制の拡大を図ります。 

重度訪問介護、行動援護、同行援護 

対応できるヘルパーが少ないという課題があり、利用者のニーズに対応できていな

い現状があります。東海市障害者自立支援協議会の部会を活用して、事業所に対して

県が実施する強度行動障害に関する研修等への参加を促し、人材育成を図ります。 

 

（２）日中活動系サービス 

 
単位 

現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

生活介護（者） 
サービス量 人日 3,076 3,383 3,721 4,094 

利用人数 人 155 170 187 205 

自立訓練（者）・

機能訓練 

サービス量 人日 0 20 20 20 

利用人数 人 0 1 1 1 

自立訓練（者）・

生活訓練 

サービス量 人日 25 40 40 40 

利用人数 人 2 4 4 4 

就労移行 

支援（者） 

サービス量 人日 410 615 676 744 

利用人数 人 23 34 37 41 

就労継続支援

（Ａ型）（者） 

サービス量 人日 830 913 1,004 1,104 

利用人数 人 43 47 52. 57 

就労継続支援

（B型）（者） 

サービス量 人日 3,699 4,068 4,475 4,923 

利用人数 人 206 226 249 274 

就労定着 

支援（者） 

サービス量 人日     

利用人数 人 18 27 40 60 

短期入所・福祉

型（者・児） 

サービス量 人日 259 297 342 393 

利用人数 人 81 93 106 122 

短期入所・医療

型（者・児） 

サービス量 人日 20 30 45 67 

利用人数 人 6 9 13 20 

療養介護（者） 利用人数 人 8 10 10 10 
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〇見込み量を確保するための方策 

生活介護 

市内には生活介護事業所が３事業所しかなく、市外の生活介護事業所を利用する方

が多い現状があります。事業所に対してニーズがあることを伝え、新たな事業所の確

保など、サービス提供体制の拡大を図ります。 

就労移行支援、就労継続支援（Ａ型）（Ｂ型） 

就労支援施設等において訓練を積み重ねることで、一般就労への移行へつなげてい

くことが必要です。適正なサービス量を確保できるようニーズの収集に努めるととも

に、新たな事業所の確保など、サービス提供体制の拡大を図ります。 

短期入所 

事業所数の不足や設備によりニーズに十分対応できていない現状があります。提供

体制の充実や緊急時に利用できるサービスの確保が求められていることから、事業所

に対して体制の整備や対応できる人材の確保を働きかけるとともに、新たな事業所の

確保など、サービス提供体制の拡大を図ります。 

 

（３）居住系サービス 

 
単位 

現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

自立生活援助 実利用人数 人 0 5（1） 5（1） 5（1） 

共同生活援助 実利用人数 人 98（21） 118（24） 142（29） 171（35） 

施設入所支援 実利用人数 人 40 43 43 42 

 ※ （ ）は精神障害者に係る数を掲載 

〇見込み量を確保するための方策 

共同生活援助（グループホーム） 

利用者が大きく増えており、市内事業所も足りていない状況です。親亡き後を見据

え、今後も利用の伸びが想定されるため、グループホームのほか、サテライト型住居

について、事業所に対して整備を働きかけるとともに、運営の支援を行います。 
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自立生活援助、施設入所支援 

本人の意思を尊重した地域生活を支援するための自立生活援助及び施設入所支援

では、地域移行の推進を前提としつつ、必要な人へのサービス提供量を適切に確保で

きるよう、広域的な対応によるサービス提供を図ります。 

 

（４）相談支援 

 
単位 

現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

計画相談支援 実利用人数 人 98 118 142 171 

地域移行支援 実利用人数 人 0（0） 1（1） 2（2） 2（2） 

地域定着支援 実利用人数 人 0（0） 1（1） 2（2） 2（2） 

 ※ （ ）は精神障害者に係る数を掲載 

〇見込み量を確保するための方策 

計画相談支援 

相談支援専門員１人当たりの１月の計画相談支援件数は、障害者の日常生活及び社

会生活を総合的に支援するための法律に基づく指定計画相談支援の事業の人員及び

運営に関する基準（平成二十四年厚生労働省令第二十八号）第３条第２項において、

３５件（６か月平均）となっています。 

現在、市内の相談支援専門員の人数は、基幹相談支援センター職員、相談支援事業

委託職員を含めて１０名います。１人当たりの１月の計画相談支援件数を３５件とし

て、令和５年度の見込み人数を担当すると、相談支援専門員は１５名必要であり、基

幹相談支援センター及び相談支援事業の体制の構築並びに５名の相談支援専門員の

確保について、関係機関と協議を進めます。 

また、障害のある人の自己決定を尊重し、その意思決定支援の質の向上を図ること

及び緊急時の対応を進めるためには、相談支援専門員と連携し、包括的な相談支援体

制を整備することが必要であります。新たな特定指定相談事業所の確保を図り、相談

支援専門員の不足を解消できるよう、障害福祉サービス事業所と協議を図ります。 

地域移行支援、地域定着支援 

市内には指定一般相談支援事業所がない状況となっています。指定一般相談支援事

業所は、施設入所者や入院中の精神障害のある人等の地域移行にあたって重要なサー
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ビスとなるため、新たな指定一般相談事業所の確保を図り、基幹相談支援センターと

連携して伴走支援機能の提供体制を整え、地域生活への移行を促進します。 

２ 地域生活支援事業 

（１）市町村必須事業 

 現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

理解促進研修・啓発事業 実施 実施（予定） 実施（予定） 実施（予定） 

自発的活動支援事業 未実施 未実施 未実施 実施（予定） 

相談支援事

業 

障害者相談支援事業（箇所） 4 4 4 5 

基幹相談支援センター等機能

強化事業 
実施 実施（予定） 実施（予定） 実施（予定） 

住宅入居等支援事業 未実施 未実施 未実施 実施（予定） 

成年後見制度利用支援事業 実施 実施（予定） 実施（予定） 実施（予定） 

成年後見制度法人後見支援 実施 実施（予定） 実施（予定） 実施（予定） 

意思疎通支

援事業 

手話通訳者設置人数（人） 1 1 1 1 

手話通訳者･要約筆記者派遣

事業（人） 
10 10 10 10 

日常生活用

具給付等事

業 

介護・訓練支援用具 件 3 11 11 11 

自立生活支援用具 件 13 16 16 16 

在宅療養等支援用具 件 25 25 25 25 

情報・意思疎通支援用具 件 14 16 16 16 

排泄管理支援用具 件 2,428 3,642 5,463 8,194 

居宅生活動作補助用具

（住宅改修費） 
件 4 4 4 4 

合計 件 2,487 3,534 5,535 8,266 

手話奉仕員養成研修事業（人） 14 14 14 14 

移動支援事業 
人数 181 199 219 240 

時間/月 1,556 1,711 1,882 2,071 

地域活動支援センター 人数／年 43 60 80 100 

 

〇見込み量を確保するための方策 

障害のある人が安心して地域で生活できるよう、利用者のニーズに応じたサービス

内容を検討し、事業内容の充実に努めます。 
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理解促進・研修啓発事業 

地域住民一人ひとりが障害への理解を深めることができるよう、市内障害福祉サー

ビス事業所の利用者が育てた花苗等を東海秋まつりや東海フラワショウの来場者に

配布することで、障害者に対する理解の促進を図ります。 

相談支援事業 

令和元年度に障害者相談支援センターに寄せられた相談は９，４３５件あり、今後

も障害福祉サービス等のニーズが多様化するとともに、相談件数の増加が見込まれて

います。 

現在、障害者相談支援事業の委託先の職員は、基幹相談支援センター職員も含めて

８名いますが、十分な相談時間が取れていない状況にあります。市内には指定特定相

談支援事業所が少なく、相談支援専門員が不足していることから、関係機関と協議、

調整を進め、相談支援専門員の増員と併せて、相談支援体制の整備を図ります。 

成年後見制度利用支援事業、成年後見制度法人後見支援事業 

令和２年３月に第１期知多地域成年後見制度利用促進計画を策定し、成年後見制度

の利用を促進しています。成年後見制度利用促進事業は特定非営利活動法人知多地域

成年後見センターに委託し、制度に関する相談、手続き及び法人後見業務のほか、地

域住民に制度の理解を深めてもらうための研修会などに取り組み、障害者の権利擁護

の推進を図ります。また、まだ自分で判断が可能な人への日常的な金銭管理やサービ

スの利用援助の支援として、社会福祉協議会による日常生活自立支援事業の推進を図

ります。 

地域活動支援センター事業 

地域で生活する障害者の日中の居場所として、機能訓練などのサービスを提供する

ことで社会復帰の支援をしています。障害者が地域社会の中で交流を持ちながら生活

ができるよう、相談支援事業を併せて実施するⅠ型としての運営を検討し、社会との

交流の促進を図ります。 
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（２）市町村任意事業（日常生活支援） 

 現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

訪問入浴サービス 延べ回数 93 113 133 153 

地域デイサービス事業 人数／年 21 23 25 27 

日中一時支援 A 型事業 

（者） 
人数／年 28 30 32 34 

日中一時支援 B型事業 

（児） 
人数／年 17 25 28 30 

巡回支援専門員制度 実施 実施（予定） 実施（予定） 実施（予定） 
 

 

〇見込み量を確保するための方策 

障害特性に合わせたサービスの提供を図ります。また、必要とする人が利用できる

よう、事業の周知と利用の促進を図ります。 

地域デイサービス事業 

障害のある人の日中活動の場として、日常生活上必要な訓練、指導等を行い、障害

者の生活支援を図ります。 

日中一時支援 

障害のある人の日中における活動の場を確保し、障害のある人の家族の就労支援及

び障害のある人を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として、多様なニ

ーズに対応できるよう事業の推進を図ります。 
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（３）市町村任意事業（社会参加支援） 

 現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

障害者（児）スポーツ大会 実施 実施（予定） 実施（予定） 実施（予定） 

障害児水泳教室 実施 実施（予定） 実施（予定） 実施（予定） 

声の広報 実施 実施（予定） 実施（予定） 実施（予定） 

知的障害者職親委託 実施 実施（予定） 実施（予定） 実施（予定） 

 

〇見込み量を確保するための方策 

障害のある人が、より多く地域社会へ参加していけるように、地域活動支援の促進

を図ります。 

障害者（児）スポーツ大会 

市と障害者（児）福祉団体、社会福祉法人及び社会福祉協議会と共催で、スポーツ

大会を開催します。 

障害児水泳教室 

発達障害を持つ小学生を対象とした水泳教室（めだか教室）を開催します。 

声の広報 

社会福祉協議会に委託し、視覚障害者の方向けに広報の内容をＣＤに録音した声の

広報を発行します。 

 



58 

第６章  児童福祉法によるサービス等の見込み量と確保方策 

この章では、第５章と同様に過去の利用状況、各アンケート調査を踏まえ、障害児

通所支援等の見込み量を算出しました。 

なお、利用者数及びサービス量の実績（令和元年度）、見込み量（令和３年度以降）

については１か月分を表記しています。 

１ 障害児通所支援等のサービス 

（１）児童発達支援 

就学前の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団

生活への適応訓練その他必要な支援を行います。 

サービス名 単位 
現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

児童発達支援 
サービス量 人日／月 1,388 1,417 1,495 1,573 

利用人数 人／月 103 109 115 121 

 

〇見込み量を確保するための方策 

早期療育の重要性を考慮し、総合支援窓口を創設します。総合支援窓口では、関係

機関と連携・協力のもと、情報の一元化を図り、障害の状態及び発達の過程・特性等

を十分に踏まえた支援を提供できるよう努めます。また、市内に２か所ある児童発達

支援センターの機能の在り方を検討し、重層的な地域支援体制の強化に努めます。 

 

（２）放課後等デイサービス 

就学中の障害児に、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な訓練、

社会との交流の促進その他必要な支援を行います。 

サービス名 単位 
現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

放課後等デイサ

ービス 

サービス量 人日／月 2,834 3,080 3,290 3,514 

利用人数 人／月 206 220 235 251 
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〇見込み量を確保するための方策 

利用者が毎年大幅に増加していることを踏まえ、事業所に新規参入を働きかけ、

提供体制の確保に努めます。また、障害の特性に応じた多様な支援が提供されるよ

うに、教育委員会・事業所等と連携・協力し、支援の質の向上を図ります。 

 

（３）保育所等訪問支援 

 保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行います。 

サービス名 単位 
現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

保育所等訪問 

支援 

サービス量 人日／月 5 30 38 47 

利用人数 人／月 5 20 25 31 

 

〇見込み量を確保するための方策 

地域社会への参加・包容（インクルージョン）の推進の一環として、保育所等訪問

支援の提供体制を確保していくことが重要であり、アンケート調査からも利用ニーズ

の増加が伺えます。このことを踏まえ、児童発達支援センターを中核としつつ、事業

所の新規参入の促進を図り、提供体制の確保に努めます。併せて、利用を促進するた

めに、関係機関と連携・協力し、利用者をはじめ、保育所・学校等にも積極的にサー

ビスの啓発活動に努めます。 

 

（４）医療型児童発達支援 

就学前の肢体不自由児に、児童発達支援及び治療を行います。 

サービス名 単位 
現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

医療型児童発達

支援 

サービス量 人日／月 0 0 27 36 

利用人数 人／月 0 0 3 4 
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〇見込み量を確保するための方策 

知多圏域の重症心身障害児者施設の状況を見ながら、医療的ケア児等に対応できる

事業所の開設について、検討します。 

 

 

（５）居宅訪問型児童発達支援 

重度の障害等の状態にある障害児に、居宅を訪問して発達支援を行います。 

サービス名 単位 
現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

居宅訪問型児童

発達支援 

サービス量 人日／月 0 0 4 4 

利用人数 人／月 0 0 1 1 

 

〇見込み量を確保するための方策 

平成３０年度に創設されたサービスであり、本市ではまだ利用実績はありませんが、

通所施設へ通うための移行期間としてのサービス利用も可能であるため、ニーズ把握

に努め、知多圏域で連携して実施可能な事業所の参入を図り、提供体制の確保を検討

します。 

 

（６）障害児相談支援等 

① 障害児相談支援 

障害児通所支援を利用する際に障害児支援利用計画を作成し、通所支援利用後は、

一定期間ごとにモニタリングを行います。 

サービス名 単位 
現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

障害児相談支援 人／月 54 57 60 64 
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〇見込み量を確保するための方策 

本市では、障害児相談支援事業所が少なく、相談支援専門員が不足していることが

課題となっています。今後も、障害児通所支援等のサービス利用者数は増加していく

ものと見込んでいるため、相談支援件数の見込も増加していくものと思われます。こ

のことを踏まえ、相談支援専門員の人材育成を図りつつ、知多圏域で連携し事業所の

新規参入を働きかけ、提供体制の確保に努めます。また、アンケート調査からも相談

支援の充実が求められていることが伺えることから、障害者相談支援センターを中心

に、相談支援事業所と障害児通所支援事業所等の関係機関との連携を図り、相談支援

体制の強化に努めます。 

 

② 医療的ケア児等に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置 

医療的ケアが必要な児童の出生から、児童の家族に寄り添い、関連分野の支援を調

整するコーディネーターを配置します。 

 
単位 

現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

医療的ケア児等に対する関連分

野の支援を調整するコーディネー

ターの配置人数 

人 4 6 8 8 

 

〇見込み量を確保するための方策 

医療的ケア児等とその家族が抱える課題は多岐にわたっています。その課題に協働

して取り組んでいくため、愛知県が実施する医療的ケア児等コーディネーター養成研

修を活用し、登録を促進します。また、医療的ケア児等の人数に応じて、適正な人員

配置を行い、医療的ケア児等とその家族からの相談支援や、関係医療機関や地域資源

等との連絡・調整に努めます。 

 

③ 発達障害者等に対する支援 
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単位 

現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

ペアレントトレーニングやペアレン

トプログラム等の支援プログラム

等の受講者数 

人 0 0 0 4 

ペアレントメンターの人数 人 0 0 0 2 

ピアサポートの活動への参加人

数 
人 0 0 1 3 

 

〇見込み量を確保するための方策 

保護者等が、子どもの発達障害の特性を理解し、日々の子育てに係る不安や悩みを

解消するための必要な知識や方法を身につけることができる事業の実施を検討しま

す。そして、保護者等同士でも不安や悩みを共有することができる活動の場を提供し

ます。 

 

２ 子ども・子育て支援事業 

（１）特別支援保育・放課後児童健全育成事業 

 
単位 

現状値 見込み量 

（令和元年度） 令和 3 年度 令和 4 年度 令和 5 年度 

特別支援保育 人 109 124 124 124 

放課後等児童健全育成事業 人 116（15） 141（15） 141（15） 141（15） 

※ 放課後児童健全育成事業の数値については、放課後児童クラブ登録申込書に添付

する児童の保健アンケート等をもとに、手帳・診断書等を有する児童に加えて、所

管課において特別に支援が必要であると判断された登録児童数。また、（ ）内は、

指導員加配対象登録児童数を掲載。 

 

〇見込み量を確保するための方策 

障害のある子どもが、より適切なサービスの選択ができるように、保育・教育等の

関係機関と連携を強化していくとともに、子ども・子育て支援等における必要な人員

確保と職員の研修機会の確保に努めていきます。 
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第７章 計画の推進            

１ 計画の推進 

本計画を推進するに当たっては、東海市障害者自立支援協議会、障害者団体、障害

福祉サービス事業者、医療関係者など、障害者の自立と社会参加に関わる関係機関の

意見を聞きながら、第３次東海市総合福祉計画等の関係施策と連携、協働して進めて

いきます。 

２ 計画の進捗管理 

本計画の実現に向けては、毎年度、ＰＤＣＡサイクルによる計画の推進・点検・評

価を行います。この評価を、東海市障害者自立支援協議会に報告し、適切な福祉サー

ビスの提供が行われるよう、必要に応じて各種施策の見直しを行います。推進に当た

って、ＰＤＣＡサイクルのプロセスは、次の通りです。 

■PDCA イメージ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

定期的な計画の 

進捗状況の確認・ 

今後の方向性の検討による

PDCA サイクルの推進 

Ｐｌａｎ 

計 画 

Ｄｏ 

実 行 Ｃｈｅｃｋ 

評 価 

Ａｃｔ 

改善 
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 資料編 

１ 東海市障害者自立支援協議会の関係図 

障害者自立支援協議会とは、障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するた

めの法律において、設置が義務付けられており、地域の課題を共有し、その課題を踏

まえてサービス提供体制の整備を進めるため、協議を重ねています。 

本市では、地域課題、困難ケース等について、事務局会議で集約し、運営委員会を

経て、各専門部会において検討を行い、東海市自立支援協議会への報告を行う仕組み

としています。 
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２ 東海市障害者自立支援協議会名簿 
 

所　　属　　等 氏名

1 権利擁護機関の関係者
特定非営利活動法人
知多地域成年後見センター

今井 友乃

2 基幹相談支援センターの職員 東海市障害者相談支援センター 菊池 孝敏

3 障害福祉サービスを担う関係者 社会福祉法人東海市社会福祉協議会 神野 規男

4 障害福祉サービスを担う関係者 社会福祉法人あゆみの会 髙山 京子

5 保健・医療機関の職員 愛知県知多保健所 伊藤 博美

6 保健・医療機関の職員 一般社団法人東海市医師会 久野 直人

7 療育・教育機関の職員 愛知県立大府もちのき特別支援学校 神谷 真吾

8 療育・教育機関の職員 愛知県立ひいらぎ特別支援学校 中村 忍

9 雇用関係機関の職員 半田公共職業安定所 野田 卓己

10
障害当事者団体、家族団体の代表
者及び障害者活動支援者

東海市肢体不自由児者父母の会 岡田 裕子

11
障害当事者団体、家族団体の代表
者及び障害者活動支援者

東海市手をつなぐ育成会 小川 美穂

12
障害当事者団体、家族団体の代表
者及び障害者活動支援者

東海市民生委員・児童委員連絡協議会 藤原 まゆみ

13 市の職員 東海市市民福祉部 後藤 文枝

14 その他市長が必要と認める者 日本福祉大学 木全 和巳
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３ 用語説明 

① 訪問系サービス 

サービス名 内容 

居宅介護 
居宅での入浴、排せつ、食事の介護等を行うサービス。ホームヘルプサービス

と呼ばれています。 

重度訪問介護 
重度の障害があり、常に介護を必要とする人に、居宅での入浴、排せつ、食事

等の介護、外出時における移動の介護などを総合的に行うサービス。 

同行援護 
重度の視覚障害により移動が著しく困難な人に、外出時に同行して移動の支援

を行うサービス。 

行動援護 
知的障害や精神障害により行動が困難で介護が必要な人に、行動するとき必要

な介助や外出時の移動支援等を行うサービス。 

重度障害者等 

包括支援 

常時介護が必要で、その必要性が著しく高い人に、居宅介護その他障害福祉サ

ービスを包括的に提供するサービス。 

 

② 日中活動系サービス 

サービス名 内容 

生活介護 
常に介護を必要とする障害者に、施設で入浴、排せつ、食事の介護等を行うと

ともに、創作活動又は生産活動の機会の提供を行うサービス。 

自立訓練 

（機能訓練） 

身体障害者又は難病患者に対し、自立した日常生活又は社会生活ができるよう、

一定期間、身体機能又は生活能力の向上のための訓練を行う。 

自立訓練 

（生活訓練） 

知的障害者又は精神障害者に対し、自立した日常生活又は社会生活ができるよ

う、一定期間、日常の生活能力の向上のために必要な訓練。 

就労移行支援 
一般企業等への就労を希望する障害者に、一定期間、就労に必要な知識及び能

力の向上のために必要な訓練を行う。 

就労定着支援 就労に伴う課題に対応するため、事業所・家族との連絡調整等を行う。 

就労継続支援 

（Ａ型） 

一般企業等での就労が困難な障害者に、働く場を提供するとともに、知識及び

能力の向上のために必要な訓練を行うサービス。事業所内において雇用契約に

基づいて就労の機会を提供する。 

就労継続支援 

（Ｂ型） 

一般企業等での就労が困難な障害者や、一定の年齢に達している障害者に一定

の賃金水準のもとで、働く場や、生産活動の機会を提供するとともに、知識及

び能力の向上・維持を図るサービス。雇用契約なし。 
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短期入所 
自宅で介護する人が病気の場合などに、障害者、障害児を短期間、夜間も含め

施設へ入所させ、入浴、排せつ、食事の介護等を行う。 

療養介護 
医療と常時介護を必要とする障害者に、病院で機能訓練、療養上の管理、看護、

医学的管理下における介護及び日常生活の世話を行う。 

 

③ 居住系サービス 

サービス名 内容 

自立生活援助 
本人の意思を尊重した地域生活を支援するための、一定期間、定期的な巡回訪

問や随時対応し、適切な支援を行う。 

グループホーム 
主に知的障害者及び精神障害者に対して、主として夜間において共同生活を営

む住居で相談や日常生活上の援助を行う。 

施設入所支援 
介護が必要な人や通所が困難な人に対して居住の場を提供し、夜間における日

常生活上の支援を行う。 

 

④ 相談体制 

サービス名 内容 

計画相談支援 
すべてのサービス利用者にその状況、置かれている環境等を勘案し、利用する

サービス内容等を定めたサービス等利用計画の作成等を行う。 

地域移行支援 

障害者支援施設等に入所している障害者又は精神科病院に入院している精神障

害者に対し、住居の確保その他の地域における生活に移行するための活動に関

する相談、同行支援・入居支援等を行うサービス。 

地域定着支援 

居宅において単身者や家庭の状況等により同居している家族による支援を受け

られない障害者に対し、常時の連絡体制を確保し、障害の特性に応じた緊急の

事態等に相談や緊急訪問、緊急対応を行うサービス。 

 

⑤ 障害児福祉サービス 

サービス名 内容 

児童発達支援 
未就学の障害児に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、

集団生活への適応訓練その他必要な支援を行うサービス。 

医療型児童発達

支援 
未就学の肢体不自由児に、児童発達支援及び治療を行うサービス。 
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放課後等デイサ

ービス 

就学中の障害児に、授業の終了後又は休業日に生活能力の向上のために必要な

訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行うサービス。 

保育所等訪問支

援 

保育所等を訪問し、集団生活への適応のための専門的な支援等を行うサービ

ス。 

居宅訪問型児童

発達支援 

重度の障害等の状態にある障害児に、居宅を訪問して発達支援を行うサービ

ス。 

 

⑥ 地域生活支援事業 

必須事業 

サービス名 内容 

理解促進・研修

啓発事業 

障害者等が住み慣れた地域で暮らせるために、地域住民に対して、その理解を

深めるための研修・啓発活動等を行う事業。 

相談支援事業 

障害者、障害児の保護者、障害者等の介護を行う方等からの相談に応じ、必要

な情報提供及び助言を行うとともに、権利擁護のために必要な援助を行う事

業。 

基幹相談支援セ

ンター等機能強

化事業 

専門的職員を基幹相談支援センター等へ配置することや、地域における相談支

援事業者等に対する専門的な指導を行い、相談支援機能強化を図る事業。 

成年後見制度利

用支援事業・成

年後見制度法人

後見支援事業 

障害者等の権利擁護を図るため、NPO 法人知多地域成年後見センターに事業

を委託して成年後見制度の利用促進のための活動を展開し、制度に関する相

談・手続き、法人後見業務などを行う事業。障害福祉サービスを利用し、又は、

利用しようとする身寄りのない知的障害者又は精神障害者を対象に、必要に応

じて、申立手続きや制度の継続的利用に係る経費の助成を行う。 

意思疎通支援事

業 

聴覚、言語障害、音声機能障害の方のための手話通訳者派遣事業を行います。

聴覚障害者支援団体である知多地区聴覚障害者支援センターに派遣・コーディ

ネートを行う事業。 

日常生活用具給

付事業 

障害者等の日常生活上の便宜を図るため、介護・訓練用具、在宅療養等支援用

具、排泄管理支援用具等６種の用具を給付。 

移動支援事業 

障害者等で、外出時に移動の支援が必要と認めた方について、社会生活上必要

不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出の際の移動の支援を行

う。 

地域活動支援セ

ンター事業 

障害者等やその家族を対象にコミュニケーション能力や生活力を引き出すサ

ービスを提供することで社会復帰の支援を行う。 
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任意事業日常生活支援 

サービス名 内容 

日中一時支援 

障害者等の日中における活動の場を確保し、障害者等の家族の就労支援及び障

害者等を日常的に介護している家族の一時的な休息を目的として実施するも

ので、日中一時支援 A 型（障害者）と日中一時支援Ｂ型（障害児）を実施。 

地域デイサービ

ス事業 

障害者の日中活動の場として、日常生活上必要な訓練、指導等を行い、障害者

の生活支援を実施 

基幹相談支援セ

ンター等機能強

化事業 

専門的職員を基幹相談支援センター等へ配置することや、地域における相談支

援事業者等に対する専門的な指導を行い、相談支援機能強化を図る事業。 

成年後見制度利

用支援事業・成

年後見制度法人

後見支援事業 

障害者等の権利擁護を図るため、NPO 法人知多地域成年後見センターに事業

を委託して成年後見制度の利用促進のための活動を展開し、制度に関する相

談・手続き、法人後見業務などを行う事業。障害福祉サービスを利用し、又は、

利用しようとする身寄りのない知的障害者又は精神障害者を対象に、必要に応

じて、申立手続きや制度の継続的利用に係る経費の助成を行う。 

意思疎通支援事

業 

聴覚、言語障害、音声機能障害の方のための手話通訳者派遣事業を行います。

聴覚障害者支援団体である知多地区聴覚障害者支援センターに派遣・コーディ

ネートを行う事業。 

日常生活用具給

付事業 

障害者等の日常生活上の便宜を図るため、介護・訓練用具、在宅療養等支援用

具、排泄管理支援用具等６種の用具を給付。 

地域活動支援セ

ンター事業 

障害者等やその家族を対象にコミュニケーション能力や生活力を引き出すサ

ービスを提供することで社会復帰の支援を行う。 

巡回支援専門員

整備 

発達障害等に関する知識を有する専門員が、保育所等子ども、親が集まる施設

の巡回等支援を実施。 

 

任意事業社会参加支援 

サービス名 内容 

心身障害者（児）

スポーツ大会 

市と障害者（児）福祉団体、社会福祉法人及び社会福祉協議会と共催で、スポ

ーツ大会を開催。 

障害児水泳教室 発達障害を持つ小学生を対象とした水泳教室（めだか教室）を開催。 

声の広報 視覚障害者の方向けに広報の内容を CD に録音した声の広報を発行。 
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⑦ その他 

用語 内容 

地域包括ケアシ

ステム 

地域の実情に応じて、可能な限り、住み慣れた地域でその有する能力に応じ自

立した日常生活を営むことができるよう、医療、介護、介護予防、住まい及び

自立した日常生活の支援が包括的に確保される体制。 

東海市地域包括

ケア推進会議 
市域全体の課題や、地域づくり・資源開発、政策形成について検討する会議。 

東海市地域包括

ケア推進計画 

本市における地域包括ケアシステムの構築に係る基本理念や基本目標を定め、

その実現のための施策を定める計画。 

知多地域成年後

見制度利用促進

計画 

知多地域全域で策定委員会を作り、共通して取り組むことのできるよう、権利

擁護支援の充実を図るための方向性を示した計画。 

 

 

※ 表の見方 

１０ページ「障害福祉サービス事業所、児童福祉サービス事業所の状況」では、令和元年度の実

績を元に、１人の方が市内、市外の両方の事業所を利用している場合は重複して計上しています。 

１２ページ「福祉施設入所者の地域生活への移行者数」では、令和元年度の利用実績を計上して

います。 

１４ページ「就労定着支援利用者の職場定着率」は令和元年度に就労定着支援による支援を開始

された者の人数、１７ページ「就労定着支援（者）」の令和元年度実績は、令和元年度３月時点

に就労定着支援を利用している者（令和元年以前に支援を開始した者を含む）の人数を計上して

います。 

１５ページ「訪問系サービス」、１６ページ「日中活動系サービス」、１８ページ「居住系サー

ビス」「相談支援」では、各年度の３月利用実績を計上しています。 
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「第６期東海市障害福祉計画」・「第２期東海市障害児福祉計画」 

東海市市民福祉部 社会福祉課 女性・子ども課 

〒４７６-８６０１ 東海市中央町一丁目１番地 

電話番号 ０５２－６０３－２２１１又は０５６２－３３－１１１１ 

fax 番号 ０５２－６０３－４０００ 

E メール fukushi@city.tokai. lg.jp（社会福祉課）  

kodomo@city.tokai. lg.jp（女性・子ども課）  
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